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マスコミは「民間事業者が街頭に設置している防犯カメラの映像と、警視庁が所有

するテロリストらの映像を機械的に照合するシステムを試験運用している」などと伝

えています。また「警察が設置したカメラの影像を使うには最高裁判例で制約が厳し

いが、民間カメラの使用には特段の制約がない」とも伝えています。

私たちの職場には至る所にカメラがあります。駅ホーム、Ｎ７００系車両のデッキ

にもカメラが設置されています。私たちの職場での動きや乗務中の動き、さらには鉄

道利用者もカメラで監視、録画されているといっていいでしょう。警視庁が捜査上の

理由から「カメラ所有者や設置場所、具体的運用方法は非公開」としていることから、

もしかしたら私たちや乗客の録画影像が警察に提供されているのかもしれません。

犯人割り出しのため、不正防止のためならば何をしても許されるのでしょうか。国

民や鉄道利用者に何も知らせずにカメラで監視し、録画映像を利用しているのです。

国民がカメラで監視されプライバシーもない社会、そのような社会で人間らしくの

びのびと暮らしていけるのでしょうか。みんなで考えましょう。
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